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２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度    臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会    

    

次次次次    第第第第    
 

 

 

日 時 ２０１２年２月２７日（月）１１：００～１２：００   

会 場 株式会社内田洋行 東京 ユビキタス協創広場 ＣＡＮＶＡＳ（東京都中央区新川） 

 

プログラム    

開会宣言  

（１） 議長挨拶 

（２） 総会成立（定足数の確認） 

（３） 議案審議  第１号議案 会則変更（案） 

 

 

【同日開催】 ＪＳＨＲＭコンファレンス １３：００～１７：３０ 
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会則変更会則変更会則変更会則変更（（（（案案案案））））    

ⅠⅠⅠⅠ．．．．目的目的目的目的とととと背景背景背景背景    

１１１１．．．．課題認識課題認識課題認識課題認識    

（１） ＪＳＨＲＭは発足時に、人事プロフェッショナル養成のための資格認定機関を視野に置く等、

日本版ＳＨＲＭを構想したが、発足より 10 年を経て今日では、当初構想した会員（属性）や

活動内容等、本協会の現況は様変わりしている。 

（２） 日本生産性本部に運営の多くを依存しており、本協会との組織的関係が不明確で、会員にと

ってもわかりにくい状況になっている。 

（３） 以上を踏まえ、人事プロフェッショナルが企業の枠を超えて自主的に参画し、人事プロフェ

ッショナルの育成や人事マネジメント諸施策の向上に資する非営利団体としての社会諸活動

により効果的・効率的に推進するためには運営体制の抜本的見直しが求められる。 

 

２２２２．．．．見直見直見直見直しのしのしのしの基本方針基本方針基本方針基本方針    

（１） 人事プロフェッショナルの非営利団体としての自主運営体制の強化 

� 会員収入等の自主財源を主たる財源とした活動の計画と推進を図る。 

� 企業の人事、コンサルタント、社労士をはじめとする公的資格者等、全ての分野にわたる人

事プロフェッショナルの組織化を強化する。特に当面は企業の人事の組織化を重視する。 

（２） 会員サービス向上を可能にする事業運営体制の構築 

� 会員の問題意識や自主的な参画を重視した活動を展開する。 

（３） 意思決定の迅速化と事務局機能の強化 

� 独立した組織運営体制の構築を前提にして、日本生産性本部との組織運営上の連携体制を整

備する。 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．会則変更検討会則変更検討会則変更検討会則変更検討のののの経緯経緯経緯経緯    

（１） 2011 年 11 月 1日 第１回幹事会 「協会改革・体制見直し（課題状況説明）」 

（２） 2011 年 12 月 1日 臨時幹事会 「協会改革・骨子の確認」 

（３） 2012 年 2月 1日  第２回幹事会 「会則変更案の確定」 

※ 他に計 5回の代表幹事会にて検討。 

    

ⅢⅢⅢⅢ．．．．会則会則会則会則のののの変更点変更点変更点変更点    

１１１１．．．．団体団体団体団体としてのとしてのとしてのとしての性格性格性格性格    

 （１）独立性の担保 

� 日本生産性本部から独立した組織体とする。 

� 但し、運営においては日本生産性本部との連携を維持する。 

 

2222．．．．組織組織組織組織・・・・役員体制役員体制役員体制役員体制    

（１） 会長職の新設 

第１号議案 資料 
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� 産業界への訴求力向上のために本協会代表者として会長職を設け、企業経営者・経験者等に

要請する。 

� 会長は本協会を代表し、本協会の活動と貢献を社会、産業界に発信する。 

（２） 総会（現行通り） 

（３） 常任役員会 

� 現在の幹事会を廃止し、新たに常任役員会を設ける。 

� 常任役員会は、常任役員ならびに（下記に記載する）事務局長によって構成され、本協会の

活動および業務執行を決定し、（下記に記載する）執行役員を統括する。 

� 常任役員会を構成する常任役員は原則として５名とする。但し、欠員等、不慮の事態を想定

し、会則上は３名以上７名以内と規定する。 

� 活動方針決定を常任役員、具体的な業務執行を（下記に記載する）執行役員に分離して、両

機能の迅速化を図る。 

（４） 執行役員と役員会 

� 執行役員は、常任役員のもと、常任役員会から委嘱された活動および業務を執行し、当該委

嘱業務を統括する。 

� 常任役員会の決定事項の報告、役員相互のコミュニケーション、常任役員会からの諮問事項

討議の場として、常任役員、執行役員、事務局長で構成する役員会を設ける。 

（５） 会計監査 

� ２名以上３名以内で構成し、本協会の会計を監査する。 

 

３３３３．．．．事務局体制事務局体制事務局体制事務局体制    

（１） 独立性の担保 

� これまで日本生産性本部が担ってきた事務局業務を本協会に移し、自立的な組織運営を担保

し、強化する。 

（２） 事務局 

� 事務局は常任役員会を補佐し、日常的な組織運営にあたる。 

� 事務局は、同協会会員より選任される事務局長ならびに事務局スタッフ、日本生産性本部か

らの支援スタッフにより構成する（日本生産性本部の支援スタッフは、同本部との連携を主

たる目的とする）。 

 

４４４４．．．．組織運営組織運営組織運営組織運営    

（１） 自主運営の原則 

� 会計、事業運営等について自主的な運営を行う。 

� 自主研究会や専門部会、委員会、調査研究等の協会活動は、会員による主体的な運営を基

本とし、事務局はその活動をサポートする。 

� 上記活動に要する会場や備品の提供等、その活動の一部について日本生産性本部の協力を

得る。 
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５５５５．．．．スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

（１） 2012 年 2月 27 日       臨時総会 「会則変更（案）」を決議 

（２） 2012 年 5月中旬頃開催予定  年次総会 新会則が発効（臨時総会における承認が前提） 

新会則に基づき「新役員体制」を決議 
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６ ６６６
． ．．．
会
則
変
更
案

会
則
変
更
案

会
則
変
更
案

会
則
変
更
案
    

新
会
則
案

新
会
則
案

新
会
則
案

新
会
則
案
    

現
会
則

現
会
則

現
会
則

現
会
則
    

 （
名
称
お
よ
び
事
務
所
等
）
 

第
１
条
 
本
協
会
は
、
日
本
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会
（
英
名
：
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
 
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ

ｔ
ｙ
 
ｆ
ｏ
ｒ
 
Ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
 
Ｒ
ｅ
ｓ
ｏ
ｕ
ｒ
ｃ
ｅ
 
Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
 

略
称
：
Ｊ
Ｓ
Ｈ
Ｒ
Ｍ
 
ジ
ェ
イ
・
シ
ャ
ー
ム
）
と
称
す
る
。
 

２
．
本
協
会
の
事
務
所
は
、「
公
益
財
団
法
人
 
日
本
生
産
性
本
部
（
住
所
：
東
京
都
渋
谷

区
渋
谷
３
－
１
－
１
）
」
内
に
置
く
。
 

 
 
３
．
事
業
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
３
１
日
を
以
っ
て
１
期
と
す
る
。
 

          （
目
 
的
）
 

第
２
条
 
本
協
会
は
、
我
が
国
産
業
界
、
政
府
機
関
、
研
究
機
関
等
に
お
い
て
人
材
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
実
務
あ
る
い
は
研
究
に
携
わ
る
専
門
家
に
対
し
て
、
情
報
提
供
、
知
識
・
経
験

交
流
、
教
育
研
修
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
主
た
る

目
的
と
す
る
。
本
協
会
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
携
わ
る
専
門
職
に
対
す
る
専
門
性

第 第第第
1 111
章 章章章
    
総
則

総
則
総
則

総
則
    

（
名
称
）
 

第
１
条
 
本
協
会
は
、日
本
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会
と
称
す
る
。英
文
で
は
J
ap
a
n
 S
o
ci
e
ty
 

f
o
r
 H
u
m
an
 R
es
o
ur
c
e
 M
a
na
ge
m
e
nt
（
略
称
は
、
JS
H
RM
＝
ジ
ェ
イ
・
シ
ャ
ー
ム
）

と
称
す
る
。
 

（
事
務
所
）
 

第
2
条
 
本
協
会
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
渋
谷
区
に
置
く
。
本
協
会
は
、
幹
事
会
の
議

決
を
受
け
て
、
支
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

 （
事
務
局
）
 

第
3
条
 
本
協
会
に
、
事
務
を
処
理
す
る
た
め
事
務
局
を
置
く
。
事
務
局
の
業
務
は
、
財
団
法

人
社
会
経
済
生
産
性
本
部
が
行
う
。
事
務
局
に
は
、
事
務
局
長
お
よ
び
所
要
の
職
員
を

置
く
。
 

 （
事
業
年
度
）
 

第
4
条
 
本
協
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
３
月
３
１
日
に
終
わ
る
。
 

    第 第第第
2 222
章 章章章
    
目
的

目
的
目
的

目
的
お
よ
び

お
よ
び

お
よ
び

お
よ
び
事
業

事
業
事
業

事
業
    

（
目
的
）
 

第
5
条
 
本
協
会
は
、
わ
が
国
産
業
界
、
政
府
機
関
、
研
究
機
関
等
に
お
い
て
人
材
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
実
務
あ
る
い
は
研
究
に
携
わ
る
専
門
職
に
対
し
て
、
情
報
提
供
、
知
識
・
経
験

交
流
、
教
育
研
修
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
主
た
る

目
的
と
す
る
。
本
協
会
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
携
わ
る
専
門
職
に
対
す
る
専
門
性
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向
上
の
支
援
を
通
じ
て
、
そ
の
専
門
職
が
所
属
す
る
組
織
や
わ
が
国
社
会
に
お
け
る
人

材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
諸
施
策
の
質
的
向
上
を
図
る
。
 

       （
事
 
業
）
 

第
３
条
 
本
協
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
活
動
を
行
う
。
 

（
１
）
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
研
究
 

（
２
）
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
情
報
の
収
集
お
よ
び
提
供
 

（
３
）
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
研
究
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催
 

（
４
）
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
資
格
認
定
 

（
５
）
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
教
育
お
よ
び
訓
練
 

（
６
）
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
支
援
 

（
７
）
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
国
内
外
関
係
機
関
等
と
の
交
流
お
よ
び
協
力
 

（
８
）
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
他
、
本
協
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な

事
業
 

 （
会
 
員
）
 

第
４
条
 
本
協
会
は
、
第
２
条
の
目
的
に
賛
同
し
、
そ
の
活
動
に
主
体
的
に
協
力
し
よ
う
と
す

る
者
を
会
員
と
す
る
。
 

 
 
２
．
会
員
は
個
人
会
員
な
ら
び
に
法
人
会
員
と
し
、
法
人
会
員
に
つ
い
て
は
代
表
者
を
正

向
上
の
支
援
を
通
じ
て
、
そ
の
専
門
職
が
所
属
す
る
組
織
や
わ
が
国
社
会
に
お
け
る
人

材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
諸
施
策
の
質
的
向
上
を
図
る
。
本
協
会
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

お
け
る
知
識
と
能
力
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
調
査
・
研
究
お
よ
び
啓
蒙
活
動
等
を
行

う
。
本
協
会
は
、
世
界
人
事
管
理
協
会
連
盟
（
Ｗ
Ｆ
Ｐ
Ｍ
Ａ
）
に
加
盟
す
る
わ
が
国
代

表
機
関
と
し
て
、
世
界
各
国
・
地
域
を
代
表
す
る
同
連
盟
加
盟
機
関
お
よ
び
国
の
内
外

を
問
わ
ず
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
か
か
わ
る
他
の
機
関
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
良
好

な
関
係
を
樹
立
・
維
持
す
る
。
本
協
会
は
学
問
と
し
て
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
発
展

に
向
け
、
関
係
教
育
機
関
な
ら
び
に
学
会
等
と
の
協
力
関
係
を
構
築
す
る
。
 

 （
事
業
）
 

第
６
条
 
本
協
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
1）
 人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
研
究
。
 

（
2）
 人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
情
報
の
収
集
お
よ
び
提
供
。
 

（
3）
 人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
研
究
会
、
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催
。
 

（
4）
 人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
資
格
認
定
。
 

（
5）
 人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
教
育
お
よ
び
訓
練
。
 

（
6）
 人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
支
援
。
 

（
7）
 人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
内
外
関
係
機
関
等
と
の
交
流
お
よ
び
協
力
。
 

（
8）
 前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
本
協
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
。
 

    第 第第第
3 333
章 章章章
    
会 会会会
    
員 員員員
    

（
会
員
）
 

第
７
条
 
本
協
会
の
目
的
に
賛
同
し
、
そ
の
活
動
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
会
員
と
す

る
。
会
員
は
個
人
会
員
と
法
人
会
員
と
す
る
。
法
人
会
員
の
代
表
者
は
正
会
員
と
す
る
。

代
表
者
以
外
の
登
録
者
は
準
会
員
と
称
す
る
。
会
員
の
資
格
・
地
位
に
関
す
る
事
項
に
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会
員
と
す
る
。
 

 
 
３
．
会
員
の
種
類
は
次
の
通
り
と
す
る
。
 

 
 
 
 
（
１
）
正
会
員
 
：
個
人
会
員
な
ら
び
に
法
人
会
員
の
代
表
者
 

 
 
 
 
（
２
）
準
会
員
 
：
法
人
会
員
の
代
表
者
以
外
の
登
録
者
 
但
し
、
総
会
の
議
決
権

を
有
し
な
い
 

 
 
 
 
（
３
）
学
生
会
員
：
大
学
等
教
育
機
関
に
在
学
す
る
学
生
（
社
会
人
大
学
生
等
を
含

む
）
 

 
 
 
 
（
４
）
特
別
会
員
：
本
協
会
が
招
聘
す
る
個
人
で
、
役
員
会
の
承
認
を
得
た
者
 

        （
入
退
会
手
続
き
等
）
 

第
５
条
 
本
協
会
に
入
会
を
希
望
す
る
者
は
、
本
協
会
の
定
め
る
所
定
の
手
続
き
（
会
費
納
付

を
含
む
）
に
よ
っ
て
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
２
．
退
会
を
希
望
す
る
会
員
は
、
本
協
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 
 
 
 
但
し
、
退
会
の
事
由
が
個
人
会
員
の
死
亡
な
ら
び
に
法
人
会
員
企
業
の
解
散
等
に
よ

る
場
合
は
、
事
務
局
が
そ
の
事
実
を
確
認
し
た
日
を
以
っ
て
退
会
と
す
る
。
 

 
 
３
．
会
員
が
、
本
協
会
の
名
誉
を
著
し
く
損
な
う
行
為
あ
る
い
は
本
協
会
の
目
的
に
反
す

る
行
為
を
し
た
場
合
は
、
常
任
役
員
会
の
決
定
を
以
っ
て
当
該
会
員
を
除
名
す
る
こ
と

つ
い
て
は
、
幹
事
会
が
審
議
し
て
決
定
す
る
。
会
員
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。
 

（
1）
 正
会
員
：
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
職
務
に
従
事
、
あ
る
い
は
同
領
域
に
関
心
の

あ
る
個
人
会
員
お
よ
び
法
人
会
員
の
代
表
者
。
 

（
2）
 準
会
員
：
法
人
会
員
に
お
け
る
代
表
者
以
外
の
登
録
者
を
準
会
員
と
称
す
る
。
準
会
員

は
総
会
の
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
除
い
て
正
会
員
と
同
等
の
資
格
を

有
す
る
。
 

（
3）
 学
生
会
員
：
大
学
等
教
育
機
関
に
お
い
て
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
連
す
る
領
域
に

つ
い
て
研
究
・
専
攻
し
て
い
る
学
生
、
ま
た
は
同
領
域
に
つ
い
て
関
心
を

持
つ
学
生
を
も
っ
て
学
生
会
員
と
す
る
。
た
だ
し
、
社
会
人
大
学
院
等
に

通
う
社
会
人
も
同
等
と
す
る
。
 

（
4）
 特
別
会
員
：
本
協
会
が
招
聘
す
る
個
人
で
、
幹
事
会
の
承
認
を
得
た
も
の
。
 

会
員
は
、
幹
事
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
協
会
の
事
業
活
動
に
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
会
員
の
登
録
有
効
期
間
は
、
入
会
日
か
ら
１
年
間
と
す
る
。
 

 （
入
会
）
 

第
8
条
 
本
協
会
に
入
会
を
希
望
す
る
者
は
、
本
協
会
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
申
し
込
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
会
の
申
し
込
み
を
受
理
さ
れ
た
者
は
、
連
絡
を
受
け
た
日
か
ら

6
0
日
以
内
に
当
該
年
度
の
年
会
費
（
以
下
、
会
費
と
い
う
。）
を
納
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
会
員
と
な
る
。
 

 （
会
費
）
 

第
9
条
 
会
員
は
、
幹
事
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
次
年
度
の
会
費

を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
納
入
さ
れ
た
会
費
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ

て
も
返
還
さ
れ
な
い
。
会
員
は
正
当
な
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
会
員
資
格
満
了
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が
出
来
る
。
 

 
 
４
．
会
員
は
、
常
任
役
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
毎
年
指
定
日
ま
で
に
次
年
度
の
会

費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

             （
役
 
員
）
 

第
６
条
 
本
協
会
の
役
員
は
次
の
通
り
と
す
る
。
 

 
 
 
 
（
１
）
会
長
 
 
 
１
名
 

 
 
 
 
（
２
）
常
任
役
員
 
３
名
以
上
７
名
以
内
 

 
 
 
 
（
３
）
執
行
役
員
 
随
時
決
定
す
る
 

 
 
 
 
（
４
）
事
務
局
長
 
１
名
 

 
 
 
 
（
５
）
会
計
監
査
 
２
名
以
上
３
名
以
内
 

 
 
 
 
但
し
、
必
要
に
応
じ
て
顧
問
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
。
 

 

日
経
過
後
に
前
項
の
会
費
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
遅
く
と
も
会
員
資

格
満
了
日
後
、
6
0
日
以
内
と
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
期
限
ま
で
に
会
費
の
納
入
が

な
い
場
合
は
、
退
会
し
た
も
の
と
見
な
す
。
 

 （
退
会
）
 

第
1
0
条
 
退
会
を
希
望
す
る
会
員
は
、
本
協
会
に
対
し
、
会
員
資
格
満
了
日
ま
で
に
、
そ
の

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幹
事
 
会
は
、
会
員
が
死
亡
し
た
場
合
ま
た
は
法

人
が
解
散
し
た
場
合
は
、
退
会
者
と
し
て
扱
う
。
 

 （
除
名
）
 

第
1
1
条
 
会
員
が
、
本
協
会
の
名
誉
を
著
し
く
損
な
う
行
為
あ
る
い
は
活
動
を
妨
げ
る
行
為

を
し
た
と
き
は
、
幹
事
会
の
議
決
を
経
て
当
該
会
員
を
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
こ
の
場
合
、
幹
事
会
に
お
い
て
、
当
該
会
員
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 第 第第第
4 444
章 章章章
    
役
員

役
員
役
員

役
員
    

（
役
員
の
種
類
お
よ
び
定
数
）
 

第
1
2 
条
 
本
協
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。
 

（
1）
 
幹
事
 
1
0
人
以
上
2
5
人
以
内
 

（
2）
 
幹
事
の
う
ち
、
1
人
を
代
表
幹
事
、
4
人
を
副
代
表
幹
事
と
す
る
。
 

（
3）
 
幹
事
の
う
ち
、
必
要
に
応
じ
4
人
以
内
を
常
任
幹
事
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
4）
 
監
査
人
 2
人
以
上
3
人
以
内
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（
役
員
の
役
割
）
 

第
７
条
 
役
員
の
役
割
は
次
の
通
り
と
す
る
。
 

（
１
）
会
長
 
 
 
本
協
会
を
代
表
し
、
本
協
会
の
活
動
と
貢
献
を
社
会
、
産
業
界

に
対
し
て
発
信
す
る
 

 
 
 
 
（
２
）
常
任
役
員
 
常
任
役
員
会
を
構
成
し
、
本
協
会
の
活
動
お
よ
び
業
務
の
執
行

を
決
定
し
、
執
行
役
員
を
統
括
す
る
 

 
 
 
 
（
３
）
執
行
役
員
 
常
任
役
員
の
も
と
、
常
任
役
員
会
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
活
動
お
よ

び
業
務
を
執
行
し
、
当
該
委
嘱
業
務
を
統
括
す
る
 

（
４
）
事
務
局
長
 
常
任
役
員
会
を
補
佐
し
、
本
協
会
の
日
常
的
な
組
織
運
営
を
行
う
 

 
 
 
 
（
５
）
会
計
監
査
 
本
協
会
の
会
計
を
監
査
し
、
そ
の
意
見
を
総
会
に
お
い
て
報
告

す
る
 

 （
選
任
手
続
き
）
 

第
８
条
 
役
員
の
選
任
手
続
き
は
次
の
通
り
と
す
る
。
 

 
 
 
 
（
１
）
会
長
 
 
 
常
任
役
員
会
が
本
協
会
の
内
外
か
ら
決
定
す
る
 

 
 
 
 
（
２
）
常
任
役
員
 
常
任
役
員
会
が
会
員
の
中
か
ら
候
補
者
を
推
薦
し
、
総
会
の
承

認
を
以
っ
て
決
定
す
る
 

 
 
 
 
（
３
）
執
行
役
員
 
常
任
役
員
会
が
会
員
の
中
か
ら
決
定
す
る
 

 
 
 
 
（
４
）
事
務
局
長
 
常
任
役
員
会
が
会
員
の
中
か
ら
決
定
す
る
 

 
 
 
 
（
５
）
会
計
監
査
 
常
任
役
員
会
が
会
員
の
中
か
ら
候
補
者
を
推
薦
し
、
総
会
の
承

認
を
以
っ
て
決
定
す
る
 

 
 
２
．
常
任
役
員
会
は
、
常
任
役
員
の
中
か
ら
互
選
で
代
表
常
任
役
員
を
決
定
す
る
。
 

 （
任
 
期
）
 

第
９
条
 
役
員
の
任
期
は
１
期
２
年
と
す
る
。
 

（
役
員
の
職
務
）
 

第
14
条
 
幹
事
は
、
幹
事
会
を
構
成
し
、
本
協
会
の
活
動
お
よ
び
業
務
の
執
行
を
決
定
す
る
。

代
表
幹
事
は
、
本
協
会
を
代
表
し
、
業
務
を
統
轄
す
る
。
副
代
表
幹
事
は
、
代
表
幹
事

を
補
佐
し
て
活
動
お
よ
び
業
務
を
掌
理
し
、
代
表
幹
事
に
事
故
が
あ
る
と
き
ま
た
は
代

表
幹
事
が
欠
け
た
と
き
は
、
幹
事
会
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
よ
り
そ
の

職
務
を
代
行
す
る
。
常
任
幹
事
は
、
代
表
幹
事
を
補
佐
し
て
、
業
務
を
処
理
す
る
。
監

査
人
は
、
幹
事
会
に
出
席
す
る
他
、
本
協
会
の
業
務
お
よ
び
会
計
を
監
査
し
、
そ
の
意

見
を
総
会
に
お
い
て
報
告
す
る
。
 

    （
役
員
の
選
任
）
 

第
1
3
条
 
幹
事
お
よ
び
監
査
人
は
、
幹
事
会
の
推
薦
に
よ
り
選
出
し
、
会
員
総
会
（
以
下
、

総
会
と
い
う
。
）
で
承
認
を
受
け
る
。
代
表
幹
事
、
副
代
表
幹
事
お
よ
び
常
任
幹
事
は
、

幹
事
会
に
お
い
て
幹
事
の
互
選
に
よ
り
定
め
、
総
会
で
承
認
を
受
け
る
。
幹
事
お
よ
び

監
査
人
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

      （
役
員
の
任
期
）
 

第
15
条
 
役
員
の
任
期
は
、
就
任
日
か
ら
2
年
（
1
期
）
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
補
欠
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但
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
 

 
 
２
．
補
欠
な
ら
び
に
増
員
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
ま
た
は
他
の
現

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
 

 
 
３
．
役
員
の
任
期
は
、
役
員
改
選
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
翌
々
年
３
月
３
１
日
を
以
っ
て

１
期
と
す
る
。
 

  （
辞
任
・
退
任
）
 

第
１
０
条
 
役
員
は
、
任
期
中
に
辞
任
ま
た
は
任
期
満
了
後
に
退
任
す
る
時
は
、
事
務
局
に
対

し
事
前
に
書
面
で
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 （
再
任
・
解
任
）
 

第
１
１
条
 
役
員
の
再
任
は
自
動
更
新
と
せ
ず
、
役
員
改
選
年
度
毎
に
第
８
条
の
手
続
き
に
則

っ
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
２
．
常
任
役
員
会
は
、
理
由
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
常
任
役
員
会
の
３
分
の
２
以
上
の
議

決
を
得
て
、
執
行
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 
 
 
但
し
、
当
該
執
行
役
員
に
常
任
役
員
会
に
対
す
る
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 （
報
 
酬
）
 

第
１
２
条
 
役
員
は
、
事
務
局
長
を
除
き
無
報
酬
と
す
る
。
 

 
 
 
 
但
し
、
個
別
案
件
の
実
施
に
あ
た
り
、
常
任
役
員
会
の
決
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と

が
出
来
る
。
 

 （
組
織
体
制
）
 

ま
た
は
増
員
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前

任
者
ま
た
は
他
の
現
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
役
員
は
、
辞
任
ま
た
は
任
期
満
了
後

再
任
を
辞
退
す
る
と
き
は
、
各
々
の
期
日
の
3
ヵ
月
前
ま
で
に
、
代
表
幹
事
に
文
書
に

よ
る
辞
任
ま
た
は
再
任
辞
退
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

       （
役
員
の
解
任
）
 

第
1
6
条
 
役
員
は
理
由
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
籍
幹
事
数
の
3
分
の
2
以
上
の
議
決

を
得
て
、
当
該
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
し
よ
う

と
す
る
場
合
は
、
当
該
役
員
に
対
し
て
、
解
任
の
議
決
を
行
う
幹
事
会
開
催
の
1
カ
月

前
ま
で
に
通
知
し
、
幹
事
会
に
お
い
て
、
当
該
役
員
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

  （
報
酬
）
 

第
1
7
条
 
役
員
は
、
無
報
酬
と
す
る
。
た
だ
し
、
幹
事
会
の
同
意
を
得
て
、
報
酬
を
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
１
３
条
 
本
協
会
の
組
織
は
次
の
通
り
と
す
る
。
 

 
 
 
 
（
１
）
総
会
 

 
 
 
 
（
２
）
常
任
役
員
会
 

 
 
 
 
（
３
）
役
員
会
 

 
 
 
 
（
４
）
事
務
局
 

 
 
 
 
（
５
）
専
門
部
会
・
委
員
会
 

 （
総
 
会
）
 

第
１
４
条
 
総
会
は
、
本
協
会
の
会
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
最
高
決
議
機
関
で
あ
り
、
次
に

関
す
る
事
項
を
決
議
し
、
承
認
す
る
。
 

（
１
）
議
決
事
項
 
会
則
の
制
定
な
ら
び
に
改
廃
、
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決

算
、
そ
の
他
常
任
役
員
会
に
お
い
て
必
要
と
定
め
ら
れ
た
事
項
 

（
２
）
承
認
事
項
 
年
度
事
業
計
画
お
よ
び
収
支
予
算
、
常
任
委
員
会
に
よ
り
推
薦

さ
れ
た
役
員
、
そ
の
他
常
任
役
員
会
に
お
い
て
必
要
と
定
め
ら

れ
た
事
項
 

 
 
２
．
総
会
は
、
年
次
総
会
お
よ
び
臨
時
総
会
と
す
る
。
 

 
 
 
 
（
１
）
年
次
総
会
 
事
業
年
度
毎
に
１
回
開
催
す
る
 

 
 
 
 
（
２
）
臨
時
総
会
 
常
任
役
員
会
が
必
要
と
認
め
た
時
、
ま
た
は
会
員
総
数
の
３
分

の
１
以
上
か
ら
付
議
事
項
を
明
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た
時
に
随

時
開
催
す
る
。
 

 
 
３
．
総
会
の
開
催
は
、
日
時
お
よ
び
場
所
な
ら
び
に
付
議
事
項
お
よ
び
そ
の
内
容
を
示
し

た
書
面
あ
る
い
は
Ｅ
メ
ー
ル
を
以
っ
て
、
開
催
日
の
１
５
日
前
ま
で
に
会
員
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
４
．
総
会
の
議
長
は
、
代
表
常
任
役
員
が
務
め
る
。
 

５
．
総
会
は
、
会
員
総
数
の
４
分
の
１
以
上
の
出
席
会
員
を
以
っ
て
成
立
す
る
。
 

                        第 第第第
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総 総総総
    
会 会会会
    

（
総
会
）
 

第
24
条
 
総
会
は
、
通
常
総
会
お
よ
び
臨
時
総
会
と
す
る
。
総
会
は
会
員
総
数
の
4
分
の
1

以
上
の
出
席
者
に
よ
り
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
委
任
状
に
よ
る
出
席
者
数
も
含
め
る
も

の
と
す
る
。
通
常
総
会
は
、
毎
事
業
年
度
１
回
開
催
す
る
。
臨
時
総
会
は
、
次
の
各
号

の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
場
合
に
、
幹
事
会
の
議
決
を
経
て
代
表
幹
事
が
招
集
す
る
。
 

（
1）
 幹
事
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。
 

（
2）
 会
員
総
数
の
3
分
の
1
以
上
か
ら
、
付
議
事
項
を
明
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た
と
き
。
 

（
3）
 前
2
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
代
表
幹
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。
 

総
会
の
開
催
は
、
日
時
お
よ
び
場
所
な
ら
び
に
付
議
事
項
お
よ
び
そ
の
内
容
を
示
し

た
書
面
を
も
っ
て
、
開
催
日
の
1
5
日
前
ま
で
に
会
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総
会
の
議
長
は
、
代
表
幹
事
が
務
め
る
。
総
会
の
議
事
録
は
議
長
が
作
成
し
、
議
長
お

よ
び
出
席
し
た
幹
事
２
人
以
上
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 （
総
会
の
議
決
方
法
）
 

第
2
5
条
 
総
会
の
議
決
方
法
は
、
出
席
会
員
の
過
半
数
の
挙
手
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
法
人
会
員
の
議
決
権
は
一
法
人
一
票
と

す
る
。
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但
し
、
出
席
会
員
に
は
、
委
任
状
に
よ
る
出
席
者
数
、
書
面
あ
る
い
は
Ｅ
メ
ー
ル
に

よ
る
議
決
権
行
使
者
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。
 

６
．
総
会
の
議
決
方
法
は
、
出
席
会
員
の
過
半
数
の
賛
成
を
以
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の

時
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

           （
常
任
役
員
会
）
 

第
１
５
条
 
常
任
役
員
会
は
、
常
任
役
員
と
事
務
局
長
を
以
っ
て
構
成
し
、
活
動
方
針
、
活
動

計
画
、
予
算
決
算
の
他
、
本
協
会
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し
、
こ
れ
を
決

定
す
る
。
 

 
 
２
．
常
任
役
員
会
の
議
長
は
、
代
表
常
任
役
員
が
務
め
る
。
 

 
 
３
．
常
任
役
員
会
は
、
常
任
役
員
の
３
分
の
２
以
上
の
出
席
を
以
っ
て
成
立
し
、
議
決
は

出
席
し
た
常
任
役
員
の
過
半
数
を
以
っ
て
こ
れ
を
行
う
。
 

 （
役
員
会
）
 

第
１
６
条
 
役
員
会
は
、
常
任
役
員
な
ら
び
に
執
行
役
員
、
事
務
局
長
を
以
っ
て
構
成
し
、
次

（
総
会
の
書
面
表
決
）
 

第
2
6
条
 
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
総
会
に
出
席
で
き
な
い
会
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
通

知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
を
も
っ
て
表
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 （
総
会
の
議
決
ま
た
は
承
認
事
項
）
 

第
27
条
 
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
総
会
の
議
決
ま
た
は
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
1）
議
決
事
項
 

会
則
の
変
更
 
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
 
そ
の
他
幹
事
会
に
お
い
て
必
要
と

認
め
た
事
項
 

（
2）
承
認
事
項
 

年
度
事
業
計
画
お
よ
び
収
支
予
算
 
選
出
さ
れ
た
幹
事
お
よ
び
監
査
人
 
選
出
さ
れ
た

代
表
幹
事
・
副
代
表
幹
事
お
よ
び
常
任
幹
事
 
そ
の
他
幹
事
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め

た
事
項
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（
幹
事
会
の
構
成
）
 

第
18
条
 
本
協
会
に
、
幹
事
会
を
置
く
。
 

 （
幹
事
会
の
権
能
）
 

第
1
9
条
 
幹
事
会
は
、
こ
の
会
則
の
別
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
協
会
の
運
営
に
関
す

る
重
要
事
項
を
議
決
す
る
。
 

 （
幹
事
会
の
開
催
お
よ
び
招
集
）
 

第
2
0
条
 
幹
事
会
は
、
通
常
幹
事
会
お
よ
び
臨
時
幹
事
会
と
す
る
。
通
常
幹
事
会
は
、
毎
年

２
回
開
催
す
る
。
臨
時
幹
事
会
は
、
次
の
各
号
の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
場
合
に
開
催
す
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の
各
号
を
執
り
行
う
。
 

（
１
）
常
任
役
員
会
の
決
定
事
項
の
報
告
 

（
２
）
執
行
役
員
に
委
嘱
さ
れ
た
活
動
お
よ
び
業
務
執
行
に
関
わ
る
報
告
な
ら
び
に

相
談
 

（
３
）
常
任
役
員
会
か
ら
諮
問
さ
れ
た
重
要
事
項
の
討
議
と
、
常
任
役
員
会
へ
の
答

申
、
建
議
 

（
４
）
本
協
会
の
活
動
に
関
わ
る
情
報
交
換
 

 
 
２
．
役
員
会
の
議
長
は
、
代
表
常
任
役
員
が
務
め
る
。
 

 
 
３
．
役
員
会
は
、
第
１
項
第
３
号
の
討
議
に
あ
た
っ
て
は
、
常
任
役
員
な
ら
び
に
執
行
役

員
の
３
分
の
２
以
上
の
出
席
を
以
っ
て
成
立
し
、
常
任
役
員
会
へ
の
答
申
、
建
議
に
関

わ
る
議
決
は
出
席
者
の
過
半
数
を
以
っ
て
こ
れ
を
行
う
。
 

 （
事
務
局
）
 

第
１
７
条
 
事
務
局
は
、
事
務
局
長
な
ら
び
に
事
務
局
長
が
指
名
す
る
事
務
局
員
に
よ
っ
て
構

成
し
、
常
任
役
員
会
な
ら
び
に
役
員
会
の
活
動
を
補
佐
し
、
日
常
的
な
組
織
運
営
に
あ

た
る
。
 

         

る
。
 

（
1）
 幹
事
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。
 

（
2）
 在
籍
幹
事
数
の
3
分
の
1
以
上
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た

と
き
。
 

（
3）
 前
２
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
代
表
幹
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。
 

幹
事
会
は
、
代
表
幹
事
が
招
集
す
る
。
幹
事
会
の
招
集
は
、
日
時
お
よ
び
場
所
な
ら

び
に
会
議
の
目
的
た
る
事
項
お
よ
び
そ
の
内
容
を
示
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
開
会
の
日

の
3
0
日
前
ま
で
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
議
事
が
緊
急
を
要
す
る

場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
幹
事
会
に
お
い
て
定
め
た
方
法
に
よ
り
招
集
す
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 （
幹
事
会
の
議
長
）
 

第
2
1
条
 
幹
事
会
の
議
長
は
、
代
表
幹
事
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
代
表
幹
事
が
欠
席
す
る
場
合
は
、
副
代
表
幹
事
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
代
表
幹

事
お
よ
び
副
代
表
幹
事
の
す
べ
て
が
欠
席
す
る
場
合
、
常
任
幹
事
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

 （
幹
事
会
の
定
数
お
よ
び
議
決
方
法
）
 

第
2
2
条
 
幹
事
会
は
、
在
籍
幹
事
数
の
3
分
の
2
以
上
の
出
席
を
も
っ
て
成
立
す
る
。
幹
事

会
の
議
事
は
、
本
会
則
に
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
出
席
幹
事
の
過
半
数
を
も
っ
て

決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
幹
事
会
は
、
第
20

条
第
５
項
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
み
議
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
議
事
が
緊
急
を
要
す
る
も
の
で
、
出
席
幹
事
の
３
分
の
２
以
上
の

議
決
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 （
幹
事
会
の
書
面
表
決
等
）
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       （
専
門
部
会
・
委
員
会
の
設
置
）
 

第
１
８
条
 
常
任
役
員
会
は
、
本
協
会
の
目
的
達
成
や
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
専

門
部
会
や
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

 
 
２
．
専
門
部
会
、
委
員
会
の
運
営
に
関
わ
る
詳
細
は
別
途
定
め
る
。
 

 （
予
算
執
行
）
 

第
１
９
条
 
本
協
会
の
収
益
は
、
会
費
な
ら
び
に
事
業
収
益
等
に
よ
っ
て
賄
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
尚
、
必
要
に
応
じ
て
、
分
担
金
な
ど
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
．
予
算
執
行
は
、
常
任
役
員
会
で
確
認
さ
れ
た
活
動
計
画
に
基
づ
き
、
総
会
で
決
定
し

た
当
該
年
度
予
算
に
よ
り
執
行
す
る
。
 

 （
疑
義
の
解
釈
）
 

第
２
０
条
 
本
会
則
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
常
任
役
員
会
で
解
釈
を
統
一
す
る
。
 

  （
会
則
の
制
定
、
改
廃
）
 

第
２
１
条
 
本
会
則
の
制
定
、
改
廃
は
常
任
役
員
会
が
案
を
決
定
し
、
総
会
の
承
認
を
以
っ
て

実
施
す
る
。
 

第
2
3
条
 
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
幹
事
会
に
出
席
で
き
な
い
幹
事
は
、
あ
ら
か
じ
め

通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
書
面
ま
た
は
代
理
人
を
も
っ
て
表
決
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
前
項
の
代
理
人
は
、
代
理
権
を
証
す
る
書
面
を
会
議
ご
と
に
議
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
表
決
権
を
行
使
す
る
幹
事
は
、
前

条
第
1
項
お
よ
び
第
2
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
出
席
し
た
も
の
と
見
な
す
。
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（
委
員
会
お
よ
び
専
門
部
会
）
 

第
2
8
条
 
本
協
会
は
、
活
動
お
よ
び
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
委
員
会
お
よ
び
専

門
部
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
お
よ
び
専
門
部
会
は
、
そ
の
目
的
と
す
る

事
項
に
つ
い
て
、
調
査
・
研
究
ま
た
は
審
議
す
る
。
委
員
会
お
よ
び
専
門
部
会
の
委
員

お
よ
び
組
織
な
ら
び
に
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
の
合
意
を
得
て
、
代

表
幹
事
が
別
に
定
め
る
。
 

     （
実
施
細
則
）
 

第
3
0
条
 
こ
の
会
則
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
幹
事
会
の
同
意
を
得
て
、
代
表
幹

事
が
別
に
定
め
る
。
 

 （
会
則
の
変
更
）
 

第
2
9
条
 
こ
の
会
則
の
変
更
は
、
幹
事
会
の
議
決
を
経
て
総
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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但
し
、
字
句
、
表
現
等
の
形
式
的
な
修
正
、
追
加
、
削
除
は
、
常
任
役
員
会
の
決
定

を
以
っ
て
実
施
す
る
。
 

 （
実
施
年
月
日
）
 

第
２
２
条
 
本
会
則
は
、
平
成
２
４
年
開
催
予
定
の
年
次
総
会
開
催
日
よ
り
施
行
す
る
。
 

     付
則
 

 （
役
員
選
任
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

第
１
条
 
本
則
第
８
条
の
規
定
は
、
平
成
２
４
年
開
催
予
定
の
年
次
総
会
に
お
け
る
役
員
選
任

に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
常
任
役
員
会
」
と
あ

る
の
は
、
会
則
（
平
成
１
２
年
４
月
１
日
施
行
、
平
成
１
８
年
８
月
１
日
一
部
改
正
施

行
）
第
１
８
条
に
定
め
る
「
幹
事
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
従
前
の
会
則
の
失
効
）
 

第
２
条
 
本
会
則
の
施
行
日
を
以
っ
て
、
従
前
の
会
則
（
平
成
１
２
年
４
月
１
日
施
行
、
平
成

１
８
年
８
月
１
日
一
部
改
正
施
行
）
は
、
失
効
す
る
。
 

 

   （
実
施
期
日
）
 

第
31
条
 
こ
の
会
則
は
、
平
成
12
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

こ
の
会
則
は
、
平
成
1
3
年
4
月
1
日
か
ら
改
正
施
行
す
る
。
 

こ
の
会
則
は
、
平
成
1
5
年
4
月
1
日
か
ら
改
正
施
行
す
る
。
 

こ
の
会
則
は
、
平
成
1
8
年
8
月
1
日
か
ら
改
正
施
行
す
る
。
 

 


